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屋根周辺部（5.3.1 アレイ面の風力係数 表6）

太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法（JIS C 8955:2017）について
この規格は、地上又は建築物等に設置する太陽電池アレイを構築する支持物の許容応力度設計のための荷重の算出方法について

規定しています。

この規格中の「5.3.1 アレイ面の風力係数」の「表6－アレイ面の風力係数の適用」に記載の「屋根周辺部に設置する場合」の適用の

考え方につきまして以下のように補足いたします。

該当箇所 補足

「屋根周辺部」とは下図のハッチング部分を指す。

幅A

Aの10%*

幅B

Bの10％*

図 屋根周辺部の範囲の補足

* 2 mを超える場合は，2 m
屋根端部はパラペットの外側（外壁外側）

Aの10%*

Bの10％*

屋根周辺部



© 一般社団法人 日本電機工業会 3

地表面粗度区分（5.2 設計用速度圧のb) 環境係数）

2017年版では、地表面粗度区分考え方が2011年版から以下の内容
に変更（下図参照）となっておりますのでご注意ください。
・都市計画区域内は、海岸線又は湖岸線からの距離によって地表面粗度
区分がⅡ又はⅢとなる。

・都市計画区域外は、全て地表面粗度区分がⅡとなる。
※令和4年1月から施行されている「建設省告示第1454号」に対する「風圧力を

算定する基準(地表面粗度区分)の合理化」は適用されません

この規格中の「5.2 設計用速度圧のb) 環境係数」の「表4－Zb，ZG 及びα」に記載の地表面粗度区分の考え方につきまして以

下のように補足いたします。
該当箇所 補足

2017年版 「解説 4.2 風圧荷重 d) 環境係数［5.2 のb)］ 」より抜粋
• 環境係数は，設計用速度圧の高さ方向の影響（Er）及び時間的変動の影響（Gf）を考慮する係数で

ある。Er，Gfともに，地表面粗度区分に応じて異なる数値を用いる。Gfは平成12年建設省告示第1454
号第1の3による。また，Erの算出に用いるZb，ZG 及びα は同告示第1の2による。ただし，同告示の地表
面粗度区分では，粗度区分I とII とにおいて建築物の高さが13 m以下の場合を除外している。そのため，
これをこの規格にそのまま適用した場合，この規格の適用範囲である高さ9 m以下の地上設置形太陽光
発電設備は，その設置場所が粗度区分I又はIIであっても粗度区分III に分類され，環境係数が過小に
算定されてしまう。そこで，この規格における地表面粗度区分では同告示にある建築物の高さに関する除
外規定を削除することとした。ただし，崖又は丘の上に設置されるアレイは強風を受けやすいことから，建築
物荷重指針などを参考にして環境係数の割増を考慮する必要があるとした。
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図 JIS C 8955：2017 における地表面租度区分の補足
海岸線又は湖岸線からの距離(m) 海岸線又は湖岸線からの距離(m)


